
広島県の病院薬剤師確保対策及び
モデル事業への協⼒依頼について

広島県健康福祉局薬務課

令和6年3⽉28⽇（⽊）

広島県の病院薬剤師確保対策に関する講演会

演題１
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本⽇の内容

１．病院薬剤師確保対策の背景（全国）
２．広島県の病院薬剤師をとりまく現状と課題
３．広島県の施策の⽅向

- 薬剤師確保対策（第８次広島県保健医療計画）

４．令和６年度の取組（病院薬剤師出向モデル事業 等）
５．最後に
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１．病院薬剤師確保対策の背景（全国）
【厚⽣労働省】薬剤師確保計画ガイドライン（概要）

令和5年6⽉9⽇付け薬⽣総発0609第2号
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１．病院薬剤師確保対策の背景（全国）
【厚⽣労働省】薬剤師確保計画ガイドライン（概要）

令和5年6⽉9⽇付け薬⽣総発0609第2号
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医療施設・薬局に従事する薬剤師数（令和2年）
区分

⼈⼝10万⼈対薬剤師数 （薬局）（医療施設）

221.2
（全国４位）4,6461,5486,194広島県

198.6188,98261,603250,585全国

（単位︓⼈）

厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師統計」

４つの薬剤師養成⼤学が⽴地する本県の医療施設・薬局に従事する⼈⼝
10万⼈対薬剤師数は全国上位に位置する。

状況

２．広島県の病院薬剤師をとりまく現状と課題
広島県内の薬剤師数
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薬剤師偏在指標
区分

薬局薬剤師病院薬剤師

1.19
（全国３位）

0.81
（全国15位）広島県

1.08 0.80 全国

本県は「病院薬剤師少数都道府県」に位置づけられている。

状況

薬剤師偏在指標 調整薬剤師労働時間（病院⼜は薬局）
薬剤師（病院⼜は薬局）の推計業務量

＝

※薬剤師偏在指標の算定式
• 病院⼜は薬局ごとに「需要」と「供給」の⽐率として算定
• 分⺟（需要）は、⼈⼝を基に地域の病院利⽤者数と処⽅箋枚数を推計し「患者

１⼈当たりの病院薬剤師の業務量」と「処⽅箋１枚当たりの薬局薬剤師の業務量」
から総業務時間を算定

• 分⼦（供給）は、病院薬剤師と薬局薬剤師それぞれの労働時間の総計を算定
• 絶対評価ではなく、地域間⼜は業態間の差を⽐較するもの

２．広島県の病院薬剤師をとりまく現状と課題
広島県の「薬剤師偏在指標」※
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広島県病院薬剤師会
会⻑ 松 尾 裕 彰関

係
団
体

広島県薬剤師会
会⻑ 豊⾒雅⽂

広島県病院協会
常任理事 中⻄敏夫

広島⼤学⼤学院
教授 ⼩澤孝⼀郎

有識者

広島⼤学病院
副薬剤部⻑ 柴⽥ゆうか医

療
機
関

県⽴広島病院
副院⻑ ⼭⼝浩央

公⽴みつぎ総合病院
薬局⻑ 村上秀治

広島県薬務課
課⻑ 岡 ⽥ 史 恵

⾏政

病院及び薬局における薬剤師の不⾜状況の把握及び
優先的に⽀援する薬剤師少数スポット（⽇常⽣活
圏域）等の設定

１

コントロールタワー（継続的な運営体制）の確⽴２

モデル事業（薬剤師の出向）の実施・評価３

地域の病院と薬局が薬剤師業務を相互に補完し合う
研修体制の検討４

第８次保健医療計画（薬剤師確保計画）における
⽬標薬剤師数及び施策の検討５

２．広島県の病院薬剤師をとりまく現状と課題 ３．広島県の施策の⽅向
課題や施策等の検討体制

令和５年度広島県薬剤師確保のための調査・検討協議会

構成機関・委員 調査・検討内容
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広島県内の全病院（231病院）対象

優先的に薬剤師を確保する施策を講じる「薬剤師少数スポット（⽇常⽣活圏域単
位等）」の設定や具体的な施策内容の検討⽬的

回答率 98％（226病院／231病院）

Ｑ１．薬剤師数（勤務形態別・性別・年齢別）
Ｑ２．１か⽉（原則、令和４年10⽉）の⼊院患者数
Ｑ３．外来患者に係る１か⽉（原則、令和４年10⽉）の院内処⽅件数
Ｑ４．採⽤募集をかけても応募がなく、薬剤師が不⾜すると考えられる⼈数（「不

⾜する理由」・「不⾜の発⽣時期」別）
Ｑ５．「病棟薬剤業務実施加算」の算定状況
Ｑ６．「病棟薬剤業務実施加算」加算の算定開始や薬剤師の待遇⾯（給与、労

働環境等）の改善を条件に、⼀定期間、薬剤師の供給が受けられる取組を実
施した場合の利⽤希望

Ｑ７．地域の病院と薬局が相互に補完し合う⽬的で、病院が薬局薬剤師の研修
⽣（退院時カンファレンス等の在宅医療関連業務や病院の視点に⽴った薬薬
連携を学ぶ）を受け⼊れる取組を⾏う場合の受⼊れ可否

内容
（概要）

２．広島県の病院薬剤師をとりまく現状と課題
広島県独⾃のアンケート調査（令和５年７〜８⽉実施）

メール・FAX⽅法 国の偏在指標
都道府県、⼆次保健医療圏域単位
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病院薬剤師少数スポット

１．⽇常⽣活圏域単位の薬剤師偏在指標（県算出）が0.73※以下の圏域

２．１のうち、広島県アンケート調査（Ｑ４）において「⽋員を補填するため
の薬剤師確保が困難」と回答した病院※※がある場合

※ 国が⼆次医療圏単位で設定した令和5年時点における「薬剤師少数区域」と「薬剤師
少数でも多数でもない区域」の境界の偏在指標値

※※ 薬剤師偏在指標（県算出）が0.74以上 ⼜は 外来患者に係る1か⽉の院内処⽅件
数が800件（1⼈役相当）以上 の病院 を除く。

国の偏在指標

３．広島県の施策の⽅向
⽇常⽣活圏域単位での病院薬剤師少数スポットの設定

国の算定式及び定数（各薬剤師業務の所要時間等）を⽤いて、⽇常⽣活圏域単位の薬剤師偏
在指標を算出

都道府県、⼆次保健医療圏域単位
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28圏域

88圏域

病院が所在する

令和８年までの
不⾜⾒込数

⽋員を補填するための
確保が困難な薬剤師数

44⼈

さらに・・・
令和９年以降の
不⾜⾒込数 32⼈

３．広島県の施策の⽅向
⽇常⽣活圏域単位での病院薬剤師少数スポットの設定

薬剤師少数スポット
薬剤師少数でも多数でもない区域
病院の所在しない区域
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 薬剤師が不⾜し、病棟薬剤業務
を充実できない。

 薬学⽣が魅⼒を感じない。
 病院内の他職種に、薬剤師の重要性
を認識してもらえない。

 薬剤師の配備条件を満たせず、
薬剤師業務に関連する診療報酬を
得られない。

 薬剤師の給与の引き上げ
が難しい。

 有⽤な採⽤活動を展開
できない。

“負の連鎖”

３．広島県の施策の⽅向
課題－病院薬剤師の地域偏在における負の連鎖

病棟薬剤業務を充実させ、“負の連鎖”を断ち切ることが重要
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薬剤師確保⽅針該当する
⽇常⽣活圏域区域

当該区域に所在する病院に対し、優先的に
薬剤師確保対策を実施し、薬剤師の増加を
図る。

28圏域薬剤師少数スポット

当該区域に所在する個々の病院の採⽤
活動を後押しするとともに、必要に応じて
薬剤師確保対策を実施する。

60圏域薬剤師少数でも
多数でもない区域

３．広島県の施策の⽅向
病院薬剤師確保⽅針

／88圏域

／88圏域
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⼈件費

病棟薬剤業務
研修受⼊れ

代替先で
病棟薬剤業務を
推進

若⼿薬剤師への
魅⼒づくり

薬剤師業務補完

薬剤師不⾜に備える病院

出向先病院
（薬剤師不⾜の病院）

薬剤師確保
病棟薬剤業務向上

研修受⼊れ

認定取得研修
薬剤師が出向

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

薬局 在宅医療等を経験

専⾨⼈材確保
在宅医療推進

在宅業務研修

広島⼤学

マッチング
システム

薬学教育
地域医療参加促進

コントロールタワー
広島県病院薬剤師会
広島県薬剤師会

県

全体のマッチング（潜在薬剤師の復帰⽀援を含む）

地域医療介護
総合確保基⾦

薬剤師偏在の解消・地域の医薬品提供体制の確⽴

出向先で病棟薬剤業務を推進
研修受⼊れ

研修中の代替

在宅に必要な連携構築
⾼度薬学管理習得

研修受⼊れ

３．広島県の施策の⽅向
広島県の薬剤師確保体制（⽬指す姿）
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⼈件費

病棟薬剤業務
研修受⼊れ

代替先で
病棟薬剤業務を
推進

若⼿薬剤師への
魅⼒づくり

薬剤師業務補完

薬剤師不⾜に備える病院

出向先病院
（薬剤師不⾜の病院）

薬剤師確保
病棟薬剤業務向上

薬剤師が出向

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

薬剤師偏在の解消・地域の医薬品提供体制の確⽴

出向先で病棟薬剤業務を推進

研修中の代替

 薬剤師不⾜の地域の病院に対して、薬剤
師が充⾜する基幹病院等（出向元病
院）から薬剤師が出向し、⼈員を確保する。
病棟薬剤業務の充実化を図ることで、魅
⼒ある環境づくりと“負の連鎖”を断ち切り
安定した薬剤師の雇⽤につなげる。

病院薬剤師の確保
施策１

 将来的に薬剤師不⾜の懸念がある病院の
薬剤師が、薬剤師が充⾜している基幹病
院等において病棟薬剤業務に係る研修を
受講する。
研修期間中は、代替職員の派遣を受ける
ことで、研修中の⼈員減を相殺しながら魅
⼒ある環境づくりを⾏う。

 出向元病院数の増加も図る。

３．広島県の施策の⽅向
広島県の薬剤師確保対策
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若⼿薬剤師への
魅⼒づくり

薬剤師業務補完

薬剤師不⾜に備える病院

研修受⼊れ

認定資格取得

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

薬局 在宅医療等を経験

専⾨⼈材確保
在宅医療推進

薬剤師偏在の解消・地域の医薬品提供体制の確⽴

研修受⼊れ

他職種との連携構築
薬学的管理能⼒向上

研修受⼊れ

在宅⽀援研修
受⼊れ

コントロールタワー
広島県病院薬剤師会
広島県薬剤師会

県

地域医療介護
総合確保基⾦

•在宅医療に参加する薬局薬剤師
の育成
•研修体制の整備

施策２

 薬局薬剤師に対して、積極的に県と県薬剤師会が
実施する在宅医療に関する専⾨的知識・技術を習
得するための研修を受講するよう働きかける。

 地域の病院と薬局が薬剤師業務を相互に補完し
合う連携体制（病院が薬局薬剤師の研修⽣を受
け⼊れる取組）を構築する。

３．広島県の施策の⽅向
広島県の薬剤師確保対策

15



広島⼤学

マッチング
システム

薬学教育
地域医療参加促進

コントロールタワー
広島県病院薬剤師会
広島県薬剤師会

県

全体のマッチング（潜在薬剤師の復帰⽀援を含む）

地域医療介護
総合確保基⾦

薬剤師偏在の解消・地域の医薬品提供体制の確⽴

 広島⼤学が開発する病院・学⽣・薬剤師を結ぶ「ヒロダイマッチングシステム」を活⽤して、各病院の
魅⼒や求⼈情報を登録し、⼀元的に発信して採⽤調整を⾏うことにより、個々の病院のみでは
弱かった情報発信や採⽤活動、病院薬剤師の活躍⽀援を強化する。

施策４

広島⼤学のマッチングシステムを活⽤した⼀元的な情報発信
施策３

 広島⼤学においては「ヒロダイ薬学教育拠点」として、中学⽣・⾼校⽣から⼤学⽣
までをシームレスに教育し、地域医療を⾃らの課題として考える⼒を培い、Ｕ･Ｉ
ターンの促進を図る。

中⾼⽣・⼤学⽣への地域医療に関する意識醸成
施策４

施策４
 県と広島県薬剤師会が協⼒して、潜在薬剤師を掘り起こし、復帰
⽀援のための研修を実施する。

 施策３のマッチングシステムを活⽤して、潜在薬剤師への個別の
アプローチによる就業先紹介を⾏う。

潜在薬剤師の復帰⽀援
施策５

３．広島県の施策の⽅向
広島県の薬剤師確保対策
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指標名令和８年

 薬剤師確保対策により確保された病院薬剤師数

⼈

令和８年

 在宅医療の質向上のための知識・技能を習得し、他職種連携
研修を修了した薬局薬剤師数

537⼈

令和４年（現状値）

303⼈

薬剤師偏在の状況変化を踏まえ計画の⾒直しを⾏う機会を設ける観点から、⽬標年次を３年ごととし、
令和９（2027）年以降の⽬標値は、令和８（2026）年時点の薬剤師の偏在状況の変化を踏まえて設定する。

３．広島県の施策の⽅向
広島県の薬剤師確保対策－⽬標
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４．令和６年度の取組
病院薬剤師出向モデル事業（概要）

出向先病院
（薬剤師不⾜の病院）

薬剤師が出向

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

▼令和５年度からモデル事業を実施しています。

※令和５年度モデル事業効果等について、次の演題で講演があります。

県

委託・調整 調整

３か⽉程度

令和７年度から本格的に開始

出向先で
病棟薬剤業務を推進

地域医療を俯瞰する視野
を持つ⼈材の育成・獲得

⼈件費等

広島県
病院薬剤師会 地域医療介護

総合確保基⾦
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４．令和６年度の取組
病院薬剤師出向モデル事業（令和６年度診療報酬改定）
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４．令和６年度の取組
病院薬剤師出向モデル事業（令和６年度診療報酬改定）

出向元病院・出向先病院としてぜひ参加を御検討ください。

病院関係者のみなさまにお願い
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４．令和６年度の取組
病院薬剤師交流研修事業（概要）

薬剤師不⾜に
備える病院

• ⼈材交流
• ⾃院では取り扱わない
症例を経験

病棟薬剤業務研修受⼊れ

代替先で
病棟薬剤業務を推進

地域医療を俯瞰する視野
を持つ⼈材の育成・獲得

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

概ね１か⽉
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４．令和６年度の取組
薬局薬剤師病院研修事業（概要）

薬 局

研修受⼊れ

在宅に必要な連携構築
⾼度薬学管理習得

研修受⼊れ

薬局 薬局

出向元病院
（薬剤師充⾜の病院）

薬剤師不⾜に
備える病院

研修受⼊れ

在宅医療等を経験

10⽇程度在宅医療に参加し、薬剤師
需要を喚起できる薬局薬剤師
の量的拡⼤・質的向上

薬局と薬剤師業務を相互に
補完し合う連携体制を構築

まずは病院を募集し、応募のあった病院リストを薬局側に⽰して受講希望を募る
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５．最後に

御清聴ありがとうございました。

みなさまの御協⼒のもと、
本県の薬剤師確保対策を進めて参ります。
引き続きよろしくお願いします。

モデル事業に興味がある場合は、
講演会後のアンケートに御記⼊ください。
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